
本編 第１０章 

開発登録簿等 

 

本 10－1 

第１０章 開発登録簿等 
 

1 開発登録簿（法第４６条、第４７条） 

市長は開発許可をしたときは、開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利益の

保護、開発行為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすため、開

発登録簿を調製し、保管しなければならない。 

なお、開発登録簿の内容は、開発許可（変更許可、変更の届出）年月日、予定建築物

等の用途、公共施設の種類、法第 41 条第 2項ただし書又は法第 42 条第 1項ただし書の

規定による許可等を記載した調書及び土地利用計画図とする。開発登録簿は、開発登録

簿閲覧所において、公衆の閲覧に供する。また、請求があったときはその写しを交付す

る。 

 

 

２ 規則６０条証明（省令第６０条） 

建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認済証の交付を受け

ようとする者は、その計画が法第 29 条第１項若しくは第２項、第 35 条の２第１項、第

41 条第２項、第 42 条、第 43 条第１項又は第 53 条第１項の規定に適合していることを

証する書面の交付を市長に求めることができる。 

（当該行為が宅地にかかる造成工事が法第４条第 12 項でいう開発行為に該当しない

場合は対象外とする。） 
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